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資料 1  関係防災機関連絡先 

（1）東京都 

機  関  名 
電   話 

（無線電話） 

ＦＡＸ 

（無線ＦＡＸ）
所  在  地 

総合防災部防災対策課 

03-5388-2456･2458 

03-5388-2483～4 

（70226～7･70381～2）

03-5388-1260 

（70013） 

（70011･12） 

〒163-8001 

新宿区西新宿 2-8-1 

西多摩建設事務所 
0428-22-7210 

（83011） 

0428-22-8433 

（83001） 

〒198-0042 

青梅市東青梅 3-20-1 

西多摩保健所 
0428-22-6141 

（85131） 

0428-23-3987 

（85130） 

〒198-0042 

青梅市東青梅 1-167-15 

小作浄水場 
042-554-4911 

（85961） 

042-579-0229 

（85960） 

〒205-0001 

羽村市小作台 4-2-1 

福生消防署 042-552-0119 042-551-0119 
〒197-0011 

福生市福生 1072 

福生警察署 042-551-0110 042-553-8044 
〒197-0012 

福生市加美平 3-25 

 

（2）指定地方行政機関 

機  関  名 電   話 ＦＡＸ 所  在  地 

国土交通省関東地方 

整備局相武国道事務所 
042-643-2001 042-643-2320 

〒192-0045 

八王子市大和田町 4-3-13 

国土交通省関東地方 

整備局京浜河川事務所 
045-503-4000 045-503-4001 

〒230-0051 

神奈川県横浜市鶴見区

鶴見中央 2-18-1 

 

（3）指定公共機関 

機  関  名 電   話 ＦＡＸ 所  在  地 

日本郵便株式会社 

羽村郵便局 
042-555-1442 042-554-7914 

〒205-8799 

羽村市緑ヶ丘 5-3-2 

東日本旅客鉄道㈱ 

八王子支社青梅駅 
0428-22-2482 0428-23-8571 

〒198-0083 

青梅市本町 192 

ＮＴＴ東日本東京西支

店設備部門立川サービ

スセンタ（運営ｱｸｾｽ） 

042-528-4605 042-527-6518 

〒190-0022 

立川市錦町 4-12-6 

NTT 錦町別館ﾋﾞﾙ 2 階 

東京電力株式会社 

多摩総支社 
042-641-6280 042-641-6209 

〒192-0904 

八王子市子安町 1-16-25 

東京都赤十字血液セン

ター立川事業所 
042-529-0401 042-529-0402 

〒190-0014 

立川市緑町 3256 
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（4）指定地方公共機関 

機  関  名 電   話 ＦＡＸ 所  在  地 

羽村市医師会 

（会長：わかくさ医院） 
042-579-0311 042-579-0323 

〒205-0001 

羽村市小作台 2-7-16 

公立福生病院 042-551-1111 042-552-2662 
〒197-8511 

福生市加美平 1-6-1 

伊吹石油ガス株式会社 042-554-0755 042-554-8053 
〒205-0011 

羽村市五ノ神 357 

武陽ガス株式会社 042-551-1621 042-530-3377 
〒197-0022 

福生市本町 17-1 

羽村市商工会 042-555-6211 042-555-6210 
〒205-0002 

羽村市栄町 2-28-7 

 

（5）その他 

機  関  名 電   話 ＦＡＸ 所  在  地 

陸上自衛隊第１師団 

第１施設大隊 
048-460-1711 048-460-1711 

〒178-8501 

東京都練馬区大泉学園町

陸上自衛隊朝霞駐屯地

第１施設大隊 

 

 



（本文 P.1-25） 

資 － 3 
 

資料 2  羽村市災害対策本部条例 

 

○羽村市災害対策本部条例 

昭和39年10月１日条例第32号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基

づき、羽村市災害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めることを目的

とする。 

（本部の組織） 

第２条 本部に本部長室及び部を置く。 

２ 部に部長を置く。 

３ 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、羽村市規則で定める。 

（職務） 

第３条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、本部の職員を

指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 部長は、本部長の命をうけ部の事務を掌理する。 

４ 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 

５ その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。 

（雑則） 

第４条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、羽村市規則で定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成12年条例第16号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

付 則（平成24年９月14日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料 3  休日・夜間等における職員配備の連絡体系 

 

休日・夜間等の勤務時間外において市の区域内で地震等が発生した場合、非常配備基準（警戒配備態

勢：本部要員配備、第一次非常配備態勢：係長職以上配備、第二次非常配備態勢：全職員配備）に基づき、

以下の連絡体系により職員を参集する。 

 

 

 

 

（連絡調整担当） 

防災安全課 

 防災安全課長 

 連絡調整（災害対策本部設置の検討等）  

 市長、副市長、教育長 

総務部長 

消防団（団長） 

交通安全推進委員会（会長） 

 

    

（職員招集担当） 

職員課長 
  

      

   
総務部長 

 
部内の各課長へ ⇒ 課長から課内へ 

    

      

   
企画部長 

 
部内の各課長へ ⇒ 課長から課内へ 

    

      

   
市民部長 

 
部内の各課長へ ⇒ 課長から課内へ 

    

      

   
産業環境部長 

 
部内の各課長へ ⇒ 課長から課内へ 

    

      

   
福祉健康部長 

 
部内の各課長へ ⇒ 課長から課内へ 

    

      

   
子ども家庭部長 

 
部内の各課長へ ⇒ 課長から課内へ 

    

      

   
まちづくり部長 

 
部内の各課長へ ⇒ 課長から課内へ 

    

      

   
上下水道部長 

 
部内の各課長へ ⇒ 課長から課内へ 

    

      

   
議会事務局長 

 
次長へ ⇒ 次長から局内へ 

    

      

   生涯学習部長 

生涯学習部参事 

 
部内の各課長へ ⇒ 課長から課内へ 

    

      

     
会計管理者 ⇒ 課内へ 

     

 

災害対策本部員 
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資料 4  被害状況カード 

 

 

（表 面） 

 

被 害 概 況 カ ー ド 到着時間  （メモ） 

部 

課 
 

氏 

名 
 

火災発生 ヵ所 

そ
の
他
の
被
害 

 ヵ所

人
的
被
害

死者 人  ヵ所

行方不明 人  ヵ所

負傷者 人  ヵ所

住
家
被
害

全壊 棟  ヵ所

半壊 棟  ヵ所

一部破損 棟  ヵ所

そ
の
他

公共建物 棟  ヵ所

医療施設 棟  ヵ所
 

 

 

（裏 面） 

 

 

 

地 図 

○火 －火災発生  ○人 －人的被害 

○家 －住宅被害  ○そ －その他被害 
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資料 5  羽村市防災会議条例 

 

○羽村市防災会議条例 

昭和39年10月１日条例第31号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づ

き、羽村市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的

とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 羽村市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもってあてる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故がある場合は、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもってあてる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(２) 陸上自衛隊の隊員のうちから市長が委嘱する者 

(３) 東京都の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 

(４) 警視庁の警察官のうちから市長が委嘱する者 

(５) 東京消防庁の消防吏員のうちから市長が委嘱する者 

(６) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(７) 市の教育委員会の部内の職員のうちから市長が指名する者 

(８) 市の消防団長 

(９) 指定公共機関若しくは指定地方公共機関の役員若しくは職員又は公共的団体の役員の

うちから市長が委嘱する者 

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

６ 前項の委員の総数は、30人以内とする。 

７ 第５項第９号から第11号までの委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 
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第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、市の職員関係地方公共機関、関係

指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災

会議にはかって定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和61年条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成11年条例第３号） 

この条例は、平成11年５月１日から施行する。 

付 則（平成12年条例第21号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

付 則（平成24年９月14日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成28年３月14日条例第14号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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資料 6  羽村市防災会議の構成 

 

区 分 官   公   署 （事業所） 役 職 

会 長 羽村市 市 長 

委 員 国土交通省関東地方整備局相武国道事務所 所 長 

委 員 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 所 長 

委 員 陸上自衛隊第一施設大隊 大 隊 長 

委 員 東京都建設局西多摩建設事務所 副 所 長 

委 員 東京都福祉保健局西多摩保健所 所 長 

委 員 東京都水道局小作浄水場 場 長 

委 員 警視庁福生警察署 署 長 

委 員 東京消防庁福生消防署 署 長 

委 員 羽村市 副 市 長 

委 員 羽村市 総 務 部 長 

委 員 羽村市教育委員会 教 育 長 

委 員 羽村市消防団 団 長 

委 員 羽村市町内会連合会 会 長 

委 員 羽村市交通安全推進委員会 会 長 

委 員 羽村市公立小中学校校長会 会 長 

委 員 羽村市医師会 会 長 

委 員 羽村市商工会 会 長 

委 員 公立福生病院 院 長 

委 員 日本郵便株式会社 羽村郵便局 局 長 

委 員 東京都赤十字血液センター立川事業所 事 業 所 長 

委 員 東日本旅客鉄道株式会社八王子支社青梅駅 駅 長 

委 員 ＮＴＴ東日本東京西支店 支 店 長 

委 員 東京電力パワーグリッド株式会社立川支社 支 社 長 

委 員 伊吹石油ガス株式会社 社 長 

委 員 武陽ガス株式会社 社 長 

委 員 社会福祉法人羽村市社会福祉協議会 事 務 局 長 

委 員 福生防災女性の会 羽 村 支 部 長 
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資料 7  羽村市自主防災組織加入世帯数一覧 

（令和３年４月１日現在） 

№ 名  称 
加入 
世帯数 

№ 名 称 
加入 
世帯数 

1 川 崎 東 195 21 五 ノ 神 中 219 

2 川 崎 西 180 22 東 台 156 

3 上 水 通 り 232 23 富 士 見 平 第 一 288 

4 神 明 台 630 24 U R 羽 村 団 地 96 

5 双 葉 富 士 見 293 25 奈 賀 一 139 

6 双 葉 町 松 原 180 26 奈 賀 二 112 

7 神 明 台 上 489 27 田 ノ 上 第 一 213 

8 神 明 台 住 宅 108 28 田 ノ 上 第 二 156 

9 都 営 神 明 台 216 29 田 ノ 上 第 三 163 

10 本 町 第 一 187 30 旭 ヶ 丘 86 

11 本 町 第 二 85 31 間 坂 第 一 141 

12 本 町 第 三 112 32 間 坂 第 二 270 

13 東 第 一 136 33 宮 地 400 

14 東 第 二 144 34 美 原 280 

15 清 流 80 35 小 作 本 町 276 

16 緑 ヶ 丘 第 一 192 36 小 作 台 東 330 

17 緑 ヶ 丘 第 二 225 37 小 作 台 西 350 

18 緑 ヶ 丘 三 丁 目 114 38 栄 町 第 一 325 

19 緑 ヶ 丘 西 223 39 栄 町 第 二 264 

20 五 ノ 神 東 172 

 



（本文 P.2-45） 

資 － 10 
 

資料 8  避難所及び医療救護所等開設状況報告 

 
第     報 

避難所開設状況報告（災害対策本部用） 
    年  月  日  時  分現在 

災 害 名  

報告機関  

報 告 者 
 
      ℡ 

 

整理 
番号 

避  難  所 
名 称 所在地 開設日時 収容可能人員 現収容人員 通 信 欄 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
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第     報 

医療救護所等開設状況報告（災害対策本部用） 
    年  月  日  時  分現在 

災 害 名  

報告機関  

報 告 者 
 
      ℡ 

 

整理 
番号 

救  護  所 
名 称 所在地 開設日時 収容可能人員 現収容人員 通 信 欄 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
 

 

   
月  日 
時  分 

人 
 

人 
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資料 9   緊急通行車両等事前届出書 

 
（注）届出書は、警察署の窓口で受領し使用すること。 

 
 
□ 災 害 
□ 地 震 防 災 応急対策用 
□ 原子力災害 
□ 国 民 保 護 措 置 用 

 

緊急通行車両等事前届出書 
 

年   月   日 
東京都公安委員会殿 

 
申 請 機 関 名 
所 在 地 
電 話 番 号 
取扱責任者役職 
氏 名                   印 

 

番 号 標 に 表 示 
さ れ て い る 番 号  

車両の用途（緊急 
輸送を行う車両に 
あっては、輸送人 
員又は品名） 

 

使 用 者 機 関 名 
所 在 地 
電 話 番 号 
使 用 責 任 者 役 職 
氏 名 

 
 
 
 
 

届出車両の出発地  

※ この事前届出書（2 枚組のもの）を 1 部作成し、自動車検査証又は車両を特定

する書類の写し及び車両を使用して行う業務の内容を証する書類等を添付の上、

車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出してください。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とする。 
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資料10   災害時に関する協定締結一覧        （令和 5年 2月 1日現在） 

 

 

【他区市町村等との協定】  

① 震災時等の相互応援に関する協定（平成8年3月1日） 

協定相手：東京都26市3町1村 

平成8年3月1日に東京都27市3町1村で締結、田無市と保谷市合併により現在25市3町1村 

② （山梨県北杜市[旧高根町]との）災害相互応援協定（平成8年11月1日） 

協定相手：山梨県北杜市 

平成8年11月に姉妹都市である山梨県高根町と災害応援協定を締結、平成16年11月市町村合併

により北杜市となり協定を継続 

③ 渋谷区及び羽村市災害時相互応援協定（平成13年7月31日） 

協定相手：東京都渋谷区 

④ 羽村市及び太田市（旧新田町）災害時相互応援協定（平成15年7月30日） 

協定相手：群馬県太田市 

平成15年7月に群馬県新田町と災害相互応援協定を締結、平成17年3月28日市町村合併により

太田市となり、協定を継続 

⑤ 平成3年生まれ同期市自治体災害時相互応援に関する協定（平成16年5月1日） 

協定相手：千葉県袖ヶ浦市、埼玉県鶴ヶ島市、大阪府阪南市、埼玉県日高市、奈良県香芝市 

⑥ 南足柄市及び羽村市災害時相互応援協定（平成17年8月2日） 

協定相手：神奈川県南足柄市 

⑦ 羽村市及び清須市災害時相互応援協定（平成25年1月23日） 

協定相手：愛知県清須市 

⑧ 羽村市及び真鶴町災害時相互応援協定（平成25年1月23日） 

協定相手：神奈川県足柄下郡真鶴町 

⑨ 羽村市及び大山崎町災害時相互応援協定（平成25年1月23日） 

協定相手：京都府乙訓郡大山崎町 

⑩ 羽村市及び忠岡町災害時相互応援協定（平成25年1月23日） 

協定相手：大阪府泉北郡忠岡町 

⑪ 羽村市及び田尻町災害時相互応援協定（平成25年1月23日） 

協定相手：大阪府泉南郡田尻町 

⑫ 羽村市及び播磨町災害時相互応援協定（平成25年1月23日） 

協定相手：兵庫県加古郡播磨町 

⑬ 古河市・羽村市災害時相互応援協定（平成25年1月30日） 

協定相手：茨城県古河市 

⑭ 東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定（令和3年12月27日） 

協定相手：東京都及び都内区市町村 

 



 

資 － 14 
  

 

【官公署等との協定】 

① 非常通信の運用に関する協定（平成20年3月19日） 

協定相手：福生消防署 

② 災害時等における協力体制に関する協定（平成21年4月1日） 

協定相手：羽村市社会福祉協議会 

③ 災害時の情報交換に関する協定（平成23年4月1日） 

協定相手：国土交通省関東地方整備局 

④ 災害時における水再生ｾﾝﾀｰへのし尿搬入及び受入れに関する覚書（平成23年11月1日） 

協定相手：東京都下水道局流域下水道本部 

⑤ 災害時における二次避難所施設利用に関する協定（平成24年6月20日） 

協定相手：東京都立羽村特別支援学校 

⑥ 避難所施設利用に関する協定（平成24年8月7日） 

協定相手：東京都立羽村高等学校 

⑦ 東京都水道局小作浄水場における応急給水活動に関する覚書（平成27年3月23日） 

協定相手：東京都水道局 

⑧ 福生病院組合組織市町と福生病院組合の東京都区市町村災害医療コーディネーターの選出等

に関する協定（平成27年4月1日） 

協定相手：福生病院組合 

⑨ 災害時における避難所施設利用に関する協定（平成27年10月1日） 

協定相手：西多摩衛生組合 

 

 

【消防相互応援協定】 

① 東京消防庁と米空軍第374空輸団との消防相互応援協定（昭和51年1月20日） 

② 福生消防署管内市町消防相互応援協定（平成13年6月15日） 

協定相手：福生市、瑞穂町 

③ 消防相互応援協定（平成17年7月1日） 

協定相手：青梅市、福生市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村 

 

 

【民間団体等との協定】 

① 災害時の医療救護活動についての協定（昭和52年7月12日） 

協定相手：西多摩医師会 

② 災害時における応急対策業務に関する協定（昭和56年8月28日） 

協定相手：羽村市指定上下水道工事店組合 

③ 災害時における応急対策業務に関する協定（昭和56年8月29日・令和4年2月4日再締結） 

協定相手：羽村市建設防災協力会 

④ 災害時における食糧（給食等）調達に関する協力協定（昭和56年8月31日） 

協定相手：市内米穀販売事業者と個別に協定 

中村販売所、桝屋商店、㈲カナバ島田商店、東食糧、㈲秋山商店、大栄ストアー 
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⑤ 災害時における燃料類調達に関する協力協定（昭和56年8月31日） 

協定相手：市内燃料販売事業者と個別に協定 

㈲小作給油所、伊吹アポロ㈱ 

⑥ 災害時における食糧（給食等）調達に関する協力協定（昭和56年8月31日） 

協定相手：市内青果販売事業者と個別に協定 

新島魚店 

⑦ 災害時における物資調達に関する協力協定（昭和56年8月31日） 

協定相手：市内建築資材等販売事業者と個別に協定 

㈲浜中建材店、㈲下田建材店 

⑧ 災害時における応急救護活動についての協定（平成8年3月1日） 

協定相手： 西多摩接骨師会 

⑨ 災害時における郵便局、羽村市の協力に関する覚書（平成9年12月18日） 

協定相手：羽村郵便局 

⑩ 災害時相互応援に関する協定（平成10年4月30日） 

  協定相手：（公社）日本水道協会東京支部 

⑪ 災害時における緊急輸送業務に関する協定（平成11年8月18日） 

協定相手：赤帽首都圏軽自動車運送協同組合多摩支部 

⑫ 火災・防災等告知情報に関する覚書（平成17年1月31日） 

  協定相手：多摩ケーブルネットワーク㈱ 

⑬ 災害時における資機材等の提供に関する覚書（平成20年1月9日・令和4年2月4日再締結） 

協定相手：福生警察署、福生消防署、羽村市建設防災協力会 

⑭ 災害時における農産物等の供給及び農地の使用に関する協定（平成20年9月1日） 

協定相手：羽村市農業団体協議会 

⑮ 災害時における衛生活動に関する協定（平成21年7月17日） 

協定相手：東京都理容生活衛生同業組合西多摩支部 

⑯ 災害時における要援護高齢者の避難施設に関する協定（平成22年1月29日） 

協定相手：（社福）武尊会特別養護老人ホーム羽村園、（社福）園盛会特別養護老人ホーム多

摩の里むさしの園、（社福）亀鶴会特別養護老人ホーム神明園、 

（医）真愛会介護老人保健施設あかしあの里、（医）真愛会グループホームときわ

木の里 

⑰ 太陽光誘導標識灯設置に関する協定（平成23年12月2日） 

  協定相手：㈲創造社 

⑱ 災害時応急活動等に関する協定（平成24年8月29日） 

協定相手：日野自動車㈱羽村工場 

⑲ 災害時における応急対策業務に関する協定（平成25年4月1日） 

協定相手：羽村市電気工事業組合 

⑳ 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書（平成25年7月30日） 

協定相手：東日本電信電話㈱ 

㉑ 災害時における応急対応業務に関する協定（平成27年4月1日） 

協定相手：水道機工㈱、㈱水機テクノス 

㉒ 防災・防犯情報広告に関する協定（平成28年3月17日） 

協定相手：東電タウンプランニング㈱ 

㉓ 災害時の医療救護活動に関する協定（平成28年4月22日） 

協定相手：（一社）西多摩薬剤師会
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㉔ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定（平成28年4月22日） 

協定相手：㈱メディセオ、㈱スズケン東京多摩営業部福生支店、東邦薬品㈱東京営業部多摩医

専部羽村営業所、アルフレッサ㈱東京第二営業統括部東京多摩営業部青梅支店、酒

井薬品㈱福生営業所 

㉕ 災害時における応急対策業務に関する協定（平成28年9月25日） 

協定相手：東京土建一般労働組合西多摩支部 

㉖ 災害時等における応急対策業務に関する協定（平成29年12月4日） 

協定相手：西多摩電設工業協同組合 

㉗ 災害時における応援業務に関する協定（平成29年12月4日） 

協定相手：羽村市電気工事業組合 

㉘ 災害時における飲料水等の供給協力に関する協定（平成30年6月20日） 

協定相手：㈱伊藤園 

㉙ 多摩地域における下水道管路施設の災害時復旧支援に関する協定（平成30年10月29日） 

協定相手：東京都下水道局、多摩地域29市町村、公益財団法人東京都都市づくり公社、下水道

メンテナンス協同組合 

㉚ 災害時における宿泊施設の使用に関する協定（平成31年3月20日・令和5年1月13日再締結） 

協定相手：ワタヤ商事㈱、㈱三松、㈱リブ・マックス 

㉛ 災害に係る情報発信等に関する協定（令和元年7月10日） 

協定相手：ヤフー㈱ 

㉜ 災害時における電気自動車からの電力供給に関する災害連携協定（令和元年8月19日） 

協定相手：日産プリンス西東京販売㈱、日産自動車㈱ 

㉝ 災害時における段ボール製品の供給協力に関する協定（令和2年8月26日） 

協定相手：多摩包装工業㈱ 

㉞ 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定（令和2年9月25日） 

協定相手：東京電力パワーグリッド㈱ 

㉟ 災害時における緊急物資輸送に関する協定（令和2年12月18日） 

協定相手：三和運送㈲ 

㊱ 災害時における地図製品等の供給等に関する協定（令和3年3月15日） 

協定相手：㈱ゼンリン 

㊲ 多摩地域における災害時の下水道施設に係る技術支援協力に関する協定（令和3年3月19日） 

協定相手：東京都下水道局、多摩地域29市町村、公益財団法人東京都都市づくり公社、公益社

団法人全国上下水道コンサルタント協会関東支部 

㊳ 災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定（令和3年5月20日） 

協定相手：セッツカートン㈱ 

㊴ 災害時における資機材の調達に関する協定（令和3年10月22日） 

協定相手：㈱木下商会 

㊵ 災害時等における車両の提供に関する協定（令和3年12月1日） 

協定相手：総合観光バス㈱ 

㊶ 災害時等における車両の提供に関する協定（令和3年12月24日） 

協定相手：武州交通興業㈱ 

㊷ 災害時におけるバス車両による緊急輸送に関する協定（令和 4年 3 月 9 日） 

  協定相手：西東京バス㈱ 
㊸ 災害時における避難所施設利用に関する協定（令和 4 年 4 月 6 日） 

  協定相手：立川国際カントリー倶楽部、あきる野市
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㊹ 災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定（令和 4 年 4 月 20 日） 

  協定相手：佐川急便㈱ 
㊺ 災害時における要援護知的障害者の避難施設に関する協定（令和 4 年 5 月 10 日） 

  協定相手：（社福）コロロ学舎五乃神学園 
㊻ 災害時における給電車両貸与に関する協定（令和 4年 11 月 29 日） 

  協定相手：Ｓ＆Ｄ多摩ホールディングス㈱、トヨタＳ＆Ｄ西東京㈱ 
㊼ 災害時における自動車の貸与及び車避難者に対する駐車場施設の一時使用に関する協定 

（令和 5 年 1 月 20 日） 

  協定相手：㈱ホンダ東京西 
  



 

 

  

 
  



（本文 P.2-182） 
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資料 11  羽村市防災行政無線配備一覧表（移動系・固定系） 

                                （令和 3年 4月 1日現在） 

 

（1）羽村市防災行政無線配備一覧表（移動系） 

局種別 呼称名称 所属 局種別 呼称名称 所属 

統制台 はむら 100 防災安全課 携帯 はむら 511 消防団 第 1分団 携帯① 

統制リモコン はむら 102 災害対策本部（201 会議室） 車携帯 はむら 512 消防団 第 1分団 車両 

統制リモコン はむら 103 土木課 携帯 はむら 513 消防団 第 1分団 携帯② 

統制リモコン はむら 104 庁舎管理員室 携帯 はむら 521 消防団 第 2分団 携帯① 

車携帯 はむら 201 防災安全課（消防団指令車） 車携帯 はむら 522 消防団 第 2分団 車両 

車携帯 はむら 202 建築課 携帯 はむら 523 消防団 第 2分団 携帯② 

車携帯 はむら 203 土木課① 携帯 はむら 531 消防団 第 3分団 携帯① 

車携帯 はむら 204 土木課② 車携帯 はむら 532 消防団 第 3分団 車両 

車携帯 はむら 205 水道事務所（下水道） 携帯 はむら 533 消防団 第 3分団 携帯② 

車携帯 はむら 206 防災安全課（交通パトロール） 携帯 はむら 541 消防団 第 4分団 携帯① 

携帯 はむら 301 防災安全課 携帯① 車携帯 はむら 542 消防団 第 4分団 車両 

携帯 はむら 302 防災安全課 携帯② 携帯 はむら 543 消防団 第 4分団 携帯② 

携帯 はむら 303 防災安全課 携帯③ 携帯 はむら 551 消防団 第 5分団 携帯① 

携帯 はむら 304 防災安全課 携帯④ 車携帯 はむら 552 消防団 第 5分団 車両 

携帯 はむら 305 防災安全課 携帯⑤ 携帯 はむら 553 消防団 第 5分団 携帯② 

携帯 はむら 306 防災安全課 携帯⑥ 携帯 はむら 561 消防団 第 6分団 携帯① 

携帯 はむら 307 防災安全課 携帯⑦ 車携帯 はむら 562 消防団 第 6分団 車両 

携帯 はむら 308 建築課 携帯 携帯 はむら 563 消防団 第 6分団 携帯② 

携帯 はむら 309 土木課 携帯 半固定 はむら 701 羽村東小学校 

携帯 はむら 310 水道事務所（下水道） 携帯 半固定 はむら 702 羽村西小学校 

携帯 はむら 311 市長 半固定 はむら 703 富士見小学校 

携帯 はむら 312 副市長 半固定 はむら 704 栄小学校 

携帯 はむら 313 教育長 半固定 はむら 705 松林小学校 

携帯 はむら 401 水道事務所 携帯 半固定 はむら 706 小作台小学校 

車携帯 はむら 402 水道事務所① 半固定 はむら 707 武蔵野小学校 

車携帯 はむら 403 水道事務所② 半固定 はむら 708 羽村第一中学校 

携帯 はむら 501 消防団 正・副団長 携帯① 半固定 はむら 709 羽村第二中学校 

携帯 はむら 502 消防団 正・副団長 携帯② 半固定 はむら 710 羽村第三中学校 

携帯 はむら 503 消防団 正・副団長 携帯③ 携帯 はむら 801 羽村駅前交番 

携帯 はむら 504 消防団 正・副団長 携帯④ 携帯 はむら 802 福生消防署羽村出張所 
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(2) 羽村市防災行政無線配備一覧表（固定系） 

№ 受信所名 設置場所 № 受信所名 設置場所 

1 けやき児童公園 小作台 2-14 28 羽ケ上公園 羽加美 1-14 

2 小作本町会館 羽西 3-5-17 29 いこいの里 羽加美 4-16 

3 まつぼっくり保育園 羽西 1-7-3 30 かめのこ児童公園 緑ヶ丘 2-15 

4 小作駅前もみじ児童公園 小作台 1-14-7 31 緑ヶ丘三町会館 緑ヶ丘 3-13-2 

5 武蔵野公園 栄町 2-5 32 松原児童公園 神明台 3-11 

6 さくら保育園 羽加美 2-16-1 33 あおぞら保育園 神明台 1-3-9 

7 羽村西小学校 羽加美 4-2-9 34 神明台三丁目メゾンドールカヤⅡ 神明台 3-1-10 

8 玉川神社 羽中 4-1-16 35 双葉町東公園 双葉町 3-6 

9 なかよし児童遊園 羽中 2-7 36 ＪＡにしたま羽村東口ビル 五ノ神 1-1-5 

10 富士見公園 緑ヶ丘 4-11 37 神明台工業団地 神明台 4-9-8 

11 生涯学習センターゆとろぎ 緑ヶ丘 1-11-5 38 東会館 羽東 3-11-32 

12 第４分団車庫 羽東 3-4-32 39 清流会館 羽 741-1 

13 本町会館 羽東 1-18-5 40 川崎公園 川崎 2-6 

14 こんぴら山児童公園 五ノ神 2-7 41 羽村市役所 緑ヶ丘 5-2-1 

15 羽村第二中学校 富士見平 1-16 42 小作台小学校 小作台 4-13-1 

16 松林小学校 羽 4122-2 43 さかえ幼稚園 栄町 1-7-3 

17 あおぞら児童遊園 双葉町 2-14 44 コスモス児童公園 羽加美 3-4 

18 あさひ公園 神明台 3-31 45 市営羽加美団地 羽加美 1-1-4 

19 水木公園 神明台 2-7 46 羽村市スポーツセンター 羽加美 1-29-5 

20 神明児童公園 神明台 1-16-7 47 栄小学校 栄町 2-17 

21 羽村東小学校 羽東 2-18-1 48 旭ケ丘公園 羽東 1-35 

22 川崎会館 川崎 3-7-13 49 太陽の子保育園 五ノ神 3-15-7 

23 市営玉川団地 玉川 2-9 50 多摩の里むさしの園 五ノ神 362 

24 清流地区備蓄倉庫前 羽 741-37 51 水木公園緑地帯 神明台 2-1 

25 中央児童館 羽中 3-6-19 52 羽村瑞穂地区学校給食センター 神明台 4-2-19 

26 くすのき児童公園 小作台 3-11 53 玉川南公園 玉川 2-1-44 

27 さくら児童公園 小作台 5-14    

 

(3) 東京都防災行政無線 

シ ス テ ム シ   ス   テ   ム   内   容 設 置 場 所 

デ ー タ 端 末 

(災害情報システム) 

地震、気象情報等検索 

被害状況の入力(東京都への被害状況報告) 
防災安全課 

画 像 端 末 東京都及び区市町村とのＴＶ画像(準動画)による通信 防災安全課 

防災無線電話 東京都及び区市町村との無線電話による通信 
防災安全課 

庁舎管理員室 

防災無線 FAX 東京都及び区市町村との無線ＦＡＸ送受信 防災安全課 
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資料 12  罹災証明書の様式 

 
 

罹 災 証 明 願 
 

年   月   日 
羽村市長        様 

 
住  所 
氏  名                  印 
電話番号 

 
次の事項に係る罹災状況について証明願います。 

◎太枠部分をご記入ください。 

罹 災 者 氏 名 
フリガナ 

 

罹 災 原 因  

罹 災 場 所 等 

羽村市 

□持 家                □住 宅 
 
□借 家                □非住宅 
（罹災家屋の所有者を記載してください）    （含．動産） 
 

 

罹 災 状 況 

□全 壊     □半 壊    □一部破損 
 
□床上浸水    □床下浸水 
 
□その他 

申請のあったことについて、上記のとおり罹災したことを証明します。 
 

年  月  日 
 

羽村市長         印 
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（注）以下は、「被災者⽣活再建⽀援システム」による証明書の様式 

罹 災 証 明 書 

世帯主住所  

世帯主氏名  

追
加
記
載
事
項
① 

被災者区分  ： 

世帯構成員  ： 

構成員氏名 続柄 年齢 構成員氏名 続柄 年齢

      

      

      

      
 

 

罹災原因 による 

 

被災住家 ※の所在地  

住家 ※の被害の程度  

追加記載事項② 被災物件種別： 

※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。（被災者生活再建支援金

や災害救助法による住宅の修理等の対象となる住家） 

追加記載事項③  

 

上記のとおり、相違ないことを証明します。 

令和  年  月  日 

 

羽村市長               印

No. 

令和  年  月  日 
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資料 13  応急仮設住宅の帳票 

 

応急仮設住宅入居記録簿 

 

（市民用）                                                                    羽村市 

番 
号 

入 居 
 

年月日 
入居場所 

氏  名
 

生年月日
現 住 所 

男
女
別

世帯主 
と の 
続 柄 

職 業 
在学校 
学 年 

摘 要

１     
男
・
女

   

２     
男
・
女

   

３     
男
・
女

   

     
男
・
女

   

 

応急仮設住宅入居記録簿 

 

（市外居住者用）                                                               羽村市 

番 
号 

入 居 
 

年月日 
入居場所 

氏  名
 

生年月日
現 住 所 

男
女
別

職業及び 
 

勤 務 先 
摘 要 

１     
男
・
女

 

 1 業務 

 2 旅行 

 3 その他 

２     
男
・
女

 

 1 業務 

 2 旅行 

 3 その他 

３     
男
・
女

 

 1 業務 

 2 旅行 

 3 その他 

     
男
・
女

 

 1 業務 

 2 旅行 

 3 その他 
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資料 14  義援金品の受領書 

 

 

 

義 援 金 品 領 収 書 

 

№       

 

 

金 額   ￥                     

 

 

 

 

 

 

以上のとおり受領いたしました。 

ご厚意に厚く御礼申し上げます。 

 
年   月   日 

 
              様 

 
 

羽村市災害対策本部長 
 

羽村市長           印 
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資料 15  災害弔慰金等の支給 

 
１．根拠法令 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号） 

 

２．実施主体 

羽村市（羽村市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害弔慰金及び災害障害見舞金の支

給） 

 

３．対象となる災害 

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第 1条に規定する災害 

 

４．支給対象者 

（災害弔慰金） 

死亡者の配偶者（以下優先順位の順） 

〃   子 

〃  父母 

〃   孫 

〃  祖父母 

上記のいずれも存在しない場合は、死亡者の兄弟姉妹（死亡時その者と同居し、又は生計を同

じくしていた者に限る） 

（災害障害見舞金） 

災害弔慰金の支給等に関する法律別表に掲げる程度の障害がある者 

 

５．支給額 

（災害弔慰金） 

死亡者１人につき主たる生計者の場合 500 万円、それ以外の場合 250 万円 

（災害障害見舞金） 

障害者１人につき主たる生計者の場合 250 万円、それ以外の場合 125 万円 

 

※ その他詳細は、羽村市災害弔慰金の支給等に関する条例による。 
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資料 16  災害援護資金の貸付 

 

１．根拠法令 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号） 

 

２．実施主体 

羽村市（羽村市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害援護資金の貸付け） 

 

３．貸付対象 

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第 3 条に掲げる災害により災害弔慰金の支給等に関す

る法律第 10 条第 1項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主 

所得が災害弔慰金の支給等に関する法律第 10 条第 1項に規定する要件に該当するもの 

 

４．災害援護資金の限度額 

(1) 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」という。）

があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250 万円 

イ 住居が半壊した場合 270 万円 

ウ 住居が全壊した場合 350 万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150 万円 

イ 住居が半壊した場合 170 万円 

ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） 250 万円 

エ 住居の全体が滅失又は流失した場合 350 万円 

(3) 同項第１号のウ又は前号イ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の

残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270 万円」とあるのは「350

万円」と、「170 万円」とあるのは「250 万円」と、「250 万円」とあるのは「350 万円」と読み替

えるものとする。 

 

５．償還期間・年率 

災害援護資金の償還期間は 10 年とし、据置期間はそのうち３年（災害弔慰金の支給等に関す

る法律施行令第７条第２項括弧書きの場合は５年）とする。 

災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き

年１パーセントとする。 

 

※ その他詳細は、羽村市災害弔慰金の支給等に関する条例による。 
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資料 17  生活福祉資金の貸付 

 

１．根拠法令 

「生活福祉資金貸付制度要綱」（平成 21 年 7 月 28 日 厚生労働省発社援 0728 第 9 号）」 

 

２．実施主体 

東京都社会福祉協議会（東京都福祉保健局） 

（窓口）羽村市社会福祉協議会 

 

３．貸付対象 

低所得世帯等のうち、他から融資を受けることのできない者でこの資金の貸付を受けることに

よって災害による困窮から自立更生のできる世帯 

 

４．貸付金額 

（福祉資金－福祉費） 

1 世帯 150 万円以内 

（福祉資金－緊急小口資金） 

1 世帯 10 万円以内 

 

５．貸付条件 

（福祉資金－福祉費） 

(1) 措置期間 貸付の日から 6か月以内 

(2) 償還期間 措置期間経過後 7年以内 

(3) 貸付利率 連帯保証人を立てた場合：無利子 

連帯保証人を立てない場合：年 1.5％（措置期間中は無利子） 

(4) 連帯保証人 原則必要 

(5) 償還方法 月賦 

(6) 申込方法 官公署の発行する被災証明書を添付して、羽村市社会福祉協議会に申し込む。 

（福祉資金－緊急小口資金） 

(1) 据置期間 貸付の日から 2ヶ月以内 

(2) 償還期間 据置期間経過後 12 ヶ月以内 

(3) 貸付利率 無利子 

(4) 連帯保証人 不要 

(5) 償還方法 月賦 

(6) 申込方法 官公署の発行する被災証明書を添付して、区市町村社会福祉協議会に申し込む。 
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資料 18  被災者生活再建支援金の支給 

 

１．根拠法令 

被災者生活再建支援法 

 

２．実施主体 

東京都福祉保健局（ただし、被害認定や支給申請書の受付等の事務については羽村市が行う。） 

 

３．対象となる自然災害 

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象によ

り生ずる被害であり、対象となる自然災害は次の区域に係る当該自然災害。 

(1) 災害救助法施行令第 1条第 1項第 1号又は第 2号のいずれかに該当する被害が発生した区市

町村 

(2) 10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した区市町村 

(3) 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 

(4) (1)又は(2)の区市町村を含む都道府県の区域内で、5 世帯以上の住宅全壊被害が発生した区

市町村（人口 10 万人未満に限る。） 

(5) (1)～(3)の区域に隣接し、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した区市町村（人口 10 万人未満

に限る。） 

(6) (1)もしくは(2)の区市町村を含む都道府県又は(3)の都道府県が 2以上ある場合に、 

5 世帯以上の住宅全壊被害が発生した区市町村（人口 10 万人未満に限る。） 

2 世帯以上の住宅全壊被害が発生した区市町村（人口 5万人未満に限る。） 

 

４．制度の対象となる被災世帯 

3 の自然災害により 

(1) 住宅が全壊した世帯 

(2) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯 

(5) 住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相

当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯 
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５．支援金の支給額 

支給額は、以下の 2つの支援金の合計額となる。 

（※ 世帯人数が 1人の場合は、各該当欄の金額の 3/4 の額） 

 

(1) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度 

全壊 

4（1）に該当 

解体 

4（2）に該当

長期避難 

4（3）に該当

大規模半壊 

4（4）に該当 

中規模半壊 

4（5）に該当

支 給 額 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円 ― 

 

(2) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 住宅の被害程度 建設・購入 補修 
賃借 

（公営住宅以外）

支 給 額 
全壊・大規模半壊 200 万円 100 万円 50 万円 

中規模半壊 100 万円 50 万円 25 万円 

※ 一旦住宅を賃借した場合、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で

200（又は 100）万円 

 

 



（本文 P.2-254） 

資‐28 

 

資料 19  中小企業への融資 

 

１．災害復旧資金融資（災）  実施機関：東京都産業労働局 

(1) 資 金 使 途  運転資金、設備資金 

(2) 対 象 企 業  都内に住所（営業の本拠）を有し、東京信用保証協会の保証対象業種である

企業及び組合で次に定める災害により、被害を受けたもの 

(3) 対 象 災 害  次の(1)又は(2)に該当するもののうち知事が指定するもの 

① 災害救助法の適用があった災害 

          ② (1)のほか特に知事が必要と認めたもの 

(4) 限 度 額  8,000 万円 

(5) 利 率  固定・年 1.7％以内（令和 4年 4月 1日現在） 

(6) 期 間  運転資金、設備資金 10 年以内 

(7) 保 証 人  要する。法人は代表者個人、組合は代表理事 

(8) 担 保  原則として無担保とし、信用保証合計残高が 8,000 万円を超える場合は、

必要に応じ担保を要する。 

(9) 信 用 保 証  東京信用保証協会の信用保証を要する。 

(10) 信用保証料  保証協会の定めるところによる。ただし、都が全額補助する。 

(11) 返 済 方 法  分割返済（元金据置期間は 1年以内） 

 

２．経営安定融資（経営セーフ）  実施機関：東京都産業労働局 

(1) 資 金 使 途  運転資金、設備資金 

(2) 対 象 企 業  都内に住所（営業の本拠）を有し、東京信用保証協会の保証対象業種である

企業及び組合 

(3) 限 度 額  2 億 8,000 万円（組合 4億 8,000 万円） 

(4) 利 率  融資期間に応じて固定・年 1.7％以内～2.2％以内（令和 4年 4月 1日現在） 

(5) 期 間  運転資金、設備資金 10 年以内 

(6) 保 証 人  要する。法人は代表者個人、組合は代表理事 

(7) 担 保  原則として、信用保証合計残高が 8,000 万円以下の場合は不要 

(8) 信 用 保 証  東京信用保証協会の信用保証を要する。 

(9) 信 用保証料  保証協会の定めるところによる。なお、小規模企業者に対しては都が信用

保証料の 2分の 1を補助する。 

(10) 返 済 方 法  分割返済（元金据置期間は 2年以内） 
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３．災害復旧貸付  実施機関：中小企業金融公庫 

(1) 資 金 使 途  災害復旧のための設備資金及び長期運転資金 

(2) 対 象 企 業  公庫が当貸付の適用を認めた災害により、災害を被った中小企業者 

(3) 限 度 額  （直接貸付）既往債務残高にかかわらず 1億 5,000 万円 

（代理貸付）既往残高にかかわらず直接貸付の範囲内で 7,500 万円 

(4) 利 率  基準利率（閣議決定により、特別利率が適用される場合がある。） 

(5) 期 間  10 年以内（うち据置期間 2年以内） 

(6) 保証人・担保  原則として必要。ただし、直接貸付において 3,000 万円を限度として担保

の徴求の一部免除が受けられるなどの特例を設けている。 

(7) 返 済 方 法  分割返済 

 

４．災害貸付  実施機関：国民生活金融公庫 

(1) 資 金 使 途  災害復旧のための設備資金及び運転資金 

(2) 対 象 企 業  公庫が当貸付の適用を認めた指定被災地内で事業を営む方で、直接に被害

を受け、区市町村長などからその旨の証明を受けた方（直接被害者）及び災害

によって売上の減少、売掛債権の固定化などの間接的な被害を受けた方（間

接被害者） 

(3) 限 度 額  各貸付ごとの融資限度額に、1災害あたり 3,000 万円を加えた額（特に異例

の災害の場合は、災害の都度閣議決定により定める。） 

(4) 利 率  各貸付ごとの利率（特に異例の災害の場合は、災害の都度閣議決定により

定める。） 

(5) 期 間  10 年以内（うち据置期間 2年以内） 

(6) 保証人・担保  必要に応じて 

(7) 返 済 方 法  割賦払（毎月、半年払など）又は一時払 

 

５．災害復旧貸付  実施機関：商工組合中央金庫 

(1) 資 金 使 途  災害復旧のための設備資金及び運転資金 

(2) 対 象 企 業  金庫が当貸付の適用を認めた災害により被害を被った中小企業者 

(3) 限 度 額  特に定めず 

(4) 利 率  所定利率 

(5) 期 間  設備資金 20 年以内（うち措置期間 3年以内） 

運転資金 10 年以内（うち据置期間 3年以内） 

(6) 保証人・担保  必要に応じて提供 

(7) 返 済 方 法  分割返済 
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資料 20  農業関係者への融資 

 

１．株式会社日本政策金融公庫による融資            （令和 4年 7月 19 日現在） 

 

【農業関係資金】 

農業基盤整備資金 

(1) 融資対象となる事業    農地もしくは牧野の保全又は利用上必要な施設の災害復旧 

(2) 貸付の相手方       農業を営む者、土地改良区・同連合会、農協・同連合会等 

(3) 利率（年利）       災害 0.25％～0.60％ 

(4) 償還期間         25 年以内 

(5) 償還期間のうち据置期間  10 年以内 

 

農林漁業施設資金 

(1) 融資対象となる事業     <災害復旧>農業施設等の復旧、果樹の改植又は補植 

(2) 貸付の相手方       農業を営む者 

(3) 利率（年利）       災害 0.25％～0.60％ 

(4) 償還期間         15 年以内（果樹の改植又は補植は 25 年以内） 

(5) 償還期間のうち据置期間  3 年以内（果樹の改植又は補植は 10 年以内） 

 

【共 通】 

農林漁業セーフティネット資金 

(1) 融資対象となる事業    災害により被害を受けた経営再建に必要な資金（原則として天災） 

(2) 貸付の相手方       農林漁業者 

(3) 利率（年利）       災害 0.25％～0.55％ 

(4) 償還期間         15 年以内 

(5) 償還期間のうち据置期間  3 年以内 

 

農林漁業施設資金  実施機関：日本政策金融公庫 

(1) 融資対象となる事業    <共同利用施設>農林水産物の生産、流通、加工、販売に必要な

共同利用施設及びその他共同利用施設の復旧 

(2) 貸付の相手方       農協・同連合会、土地改良区・同連合会、森林組合・同連合会、

一定の条件を満たす中小企業等協同組合、5割法人・団体、農林

漁業振興法人、農業共済組合・同連合会 

(3) 利率（年利）       災害 0.25％～0.60％ 

(4) 償還期間         20 年以内 

(5) 償還期間のうち据置期間  3 年以内 

 

（申し込み方法）株式会社日本政策金融公庫に直接申し込むか、あるいは、農協・同連合会・農林

中金等を通じて行うことができる。 

（貸付限度）原則として 8割で、額は各資金によって異なる。 

 

※ 林業関係、漁業関係の融資については記載省略 
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２．経営資金等の融通（貸付主体は金融機関。都が利子補給する。） 

 

【天災資金（一般及び激甚）】 

（融資条件） 

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（天災融資法）が適用さ

れた場合、農協、森林組合、漁協等を通じて融通する。なお、天災融資法の適用となった天災が、

さらに激甚災害法の適用も受け、激甚災害対象都道府県となった場合に、天災融資法に基づく天

災資金の償還について、償還期間等の特例を受けることができる。 

 

・経営資金 

(1) 融資対象となる事業     種苗、肥料、漁業用燃油等の購入等 

(2) 貸付の相手方        被害農林漁業者 

(3) 利率（年利）        特別被害者 ※1  3.0％以内 

3 割被害者 ※2  5.5％以内 その他 6.5％以内 

（注）利率については、発動の都度、他の災害資金を考慮し

て設定する。 

(4) 償還期間          3 年以内～6年以内 激甚災害の場合は 4年以内～7年以内 

(5) 貸付限度          個人は 200 万円以内（政令で定める資金 500 万円以内） 

なお、激甚災害の場合は、250 万円以内（政令で定める資金 600

万円以内） 

法人は 2,000 万円以内（政令で定める資金 2,500 万円以内） 

 

※1 特別被害者とは、都道府県知事が農林水産大臣の承認を得て指定する特別被害地域内の農

業にあっては、年収の 50％（開拓者は 30％）以上の損失がある者または 50％（開拓者は

40％）以上の樹体損失額のある者をいい、林業、漁業にあっては年収の 50％以上の損失額

のある者または 70％以上の施設損失額のある者をいう。 

※2 3 割被害者等とは、年収の 30％以上の損失額のある被害農林漁業者（特別被害地域内の特

別被害者を除く。）及び開拓者（特別被害地域内の特別被害者を除く。）をいう。 

 

・事業資金 

(1) 融資対象となる事業     天災により災害を受けたため必要となった事業運営資金 

(2) 貸付の相手方        被害組合及び連合会 

(3) 利率（年利）        6.5％以内 

（注）利率については、発動の都度、他の災害資金を考慮し

て設定する。 

(4) 償還期間          3 年以内 

(5) 貸付限度          組合は 2,500 万円以内、連合会は 5,000 万円以内 

                なお、激甚災害の場合は、組合は 5,000 万円以内、連合会 7,500

万円以内 

 

（注）○ 一般農林漁業関係資金（農業近代化資金等）について、運用の範囲内で被害農家に融資

することができる。 

○ 既貸付農林漁業関係資金（農業近代化資金等）については、被害農業者に対し、法令規

則等の限度内において返還条件等を緩和することができる。 
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資料 21  災害報告の様式（東京都の様式に準拠） 

 

№1 被害概況速報 

 

地区名            

災 害 の 種 類  

災 害 の 発 生 地 区  

災 害 発 生 年 月 日  

報 告 の 時 限  

報 告 責 任 者  

人 
 

的 
 

被 
 

害 

死   者  

行方不明者  

重 傷 者  

軽 傷 者  

計  

道 

路 

の 

被 

害

道 路 損 壊 箇所 

河
川
の
被
害 

河川決壊 箇所

そ
の
他
被
害 

がけ崩れ 箇所

道 路 冠 水 箇所 河川溢水 箇所  

通 行 不 能 箇所 下水溢水 箇所  

その他の特記事項  
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№2 被害状況調 

区市町村名           

地区名 

被害の状況 

地区 地区 地区 地区 計 

人
的
被
害 

死 者      

行 方 不 明      

負 

傷 

重 傷      

軽 傷      

小 計      

住 
 

家 
 

の 
 

被 
 

害 

棟 
 

数 

全壊・全焼又は流失      

半 壊 又 は 半 焼      

一 部 損 壊      

床 上 浸 水      

床 下 浸 水      

世 

帯 

及 

び 

人 

員 

全 壊 ・ 全 焼 

又 は 流 失 

世帯      

人員      

半 壊 又 は 半 焼 
世帯      

人員      

一 部 破 損 
世帯      

人員      

床 上 浸 水 
世帯      

人員      

床 下 浸 水 
世帯      

人員      

災 害 発 生 年 月 日 年  月  日 

 

 

 

№3 世帯構成員別被害状況 

 

年   月   日   時現在 

区市町村名           

世帯構 
成員別 

被害別 

1 
人 

2 
人

3 
人 

4 
人 

5 
人

6 
人

7 
人

8 
人

9 
人

10 
人 

計 
小
学
生 

中
学
生 

高
校
生 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

以
上 

世
帯 

全壊・全焼      

流 失      

半壊・半焼      

床 上 浸 水      
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№4 災害救助費概算額調 

項  目  別  区  分 員 数 単 価 金 額 備   考 

1 救 助 費  円 円  

 

 

 

 

 

員数内訳別表のとおり 

 

 

 

 

 

 

員数内訳別表のとおり 

うち教科書    円 

うち教科書    円 

うち教科書    円 

 

 

 (1) 収 容 施 設 供 与 費   

  避 難 所 設 置 費 延  人  

  応 急 仮 設 住 宅 設 置 費 戸  

 (2) 炊出しその他による食品給与費 延  人  

 (3) 飲 料 水 供 給 費 延  人  

 (4) 被服寝具その他生活必需品給(貸)与費   世帯  

 (5) 医 療 費 及 び 助 産 費 延  人  

  医 療 費 延  人  

  助 産 費 延  人  

 (6) 災 害 に か か っ た 者 の 救 出 費 人  

 (7) 住 宅 の 応 急 修 理 費 世帯  

 (8) 生 業 資 金 の 貸 与 費 世帯  

 (9) 学 用 品 の 給 与 費 人  

  小 学 校 児 童 人  

  中 学 校 生 徒 人  

  高 等 学 校 等 生 徒 人  

 (10) 埋 葬 費 体  

  大 人 体  

  小 人 体  

 (11) 死 体 の 捜 索 費 体  

 (12) 死 体 の 処 理 費 体  

 (13) 障 害 物 の 除 去 費 世帯  

 (14) 輸 送 費  

 (15) 人 夫 費  

2 実 費 弁 償 費 人  

3 扶 助 費 件  

4 損 失 補 償 費 件  

5 法 第 3 4 条 の 補 償 費  

6 法 第 3 5 条 の 求 償 に 対 対 す る 支 払 費  

合        計  

 

別 表     世帯構成員別被害状況 

世帯構 
成員別 

被害別 

1 
人 

2 
人

3 
人 

4 
人 

5 
人

6 
人

7 
人

8 
人

9 
人

10 
人 

計 
小
学
生 

中
学
生 

高
校
生 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

世
帯 

以
上 

世
帯 

全壊(焼)流出           世帯 円 円 円

半 壊 ( 焼 ) 

床 上 浸 水 
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資料 22  日毎の記録を整理するために必要な書類（東京都の様式に準拠） 

 

№1 救助実施記録日計票 

法による救助の実施は、迅速にして正確な被害状況の把握から始まるが、救助の実施状況の記録は、初期活動か

ら救助活動が完了するまでの間、日毎に整理しておかなければならない。 

  日毎の整理のための「救助の実施記録日計票」の様式例は次のとおりである。 

 

救助の実施記録日計表 

 

救
助
の
種
類 

避 難 所 炊 出 し 等 飲 料 水 生活必需品 区市町村 

医 療 救 護 助 産 仮 設 住 宅 住 宅 修 理  

 

救 護 班 学 用 品 等 死 体 捜 索 死 体 処 理 責任者氏名          印 

本 部 班 死 体 埋 葬 障害物除去 輸   送  

労 務 供 給     

 

ＮＯ.                              月   日   時   分   

 

員 数 （ 世 帯 ）  

品 目 （ 数 量 ・ 金 額 ）  

受 入 先  

払 出 先  

場 所  

方 法  

記 事  
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救助総括様式  №2 救助日報 

 

報 告 機 関  受 信 機 関  

送 信 者  受 信 者  

報 告 期 限 年  月  日  時現在 受 信 時 間 年  月  日  時現在 

避
難
場
所
開
設 

開 設 期 間 
開 設 日 時 日  時 

被
覆
寝
具
生
活
必
需
品
給
与 

都 よ り 受 入 又 は 前 日 
よ り の 繰 越 量 点

閉鎖予定日 月  日 

本
日
支
給 

全壊（焼） 世帯数 （  ）世帯

既 存 建 物 
箇 所 数 箇所 流 失   世帯数 点

収 容 人 員 人 半壊半焼  世帯数 （  ）世帯

野 外 仮 設 
箇 所 数 箇所 床上浸水  世帯数 点

収 容 人 員 人 翌 日 へ の 繰 越 量 点

炊 

出 

し 

炊 出 期 間 
開 始 月 日 月  日 

医
療
・
助
産
救
助 

医
療
班 

医 療 班 出 動 数 ケ班

終了予定日 月  日 救 助 地 区 

炊 出 し 箇 所 数 箇所 
診 察 者 数

医 療 人

救 出 人 員 

朝 人 助 産 人

昼 人 
医
療
機
関 

医 療
施 設 数 ケ班

夜 人 診 察 人 員 人 

計 人 助 産 施 設 数 ケ班 

供 給 人 員 人 救 助 終 了 予 定 月 日 月  日 

供 給 水 量 ℓ 

被
災
者
救
出 

救 出 地 区  

給 水 期 間 
開 始 月 日 月  日 救 出 し た 人 員 人 

終了予定日 月  日 今後救出を要する人員 人 

給 水 方 法  
救 出 終 了 予 定 月 日 月  日 

救出の方法  
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学 

用 

品 

支 

給 

都 よ り 受 入 又 は 前 日 
よ り の 繰 越 量 点

死 

体 

の 

処 

理 

死 亡 原 因 別 人 員 体

小
学
生 

全 壊 （ 焼 ） 世 帯 

（  ）人 
死
体
処
理 

死 体 洗 浄 体

点 死 体 縫 合 体

半 壊 （ 焼 ） 世 帯 

床 上 浸 水 世 帯 

（  ）人 死 体 消 毒 体

点
死体保存

既存建物利用 ケ所

中
学
生 

全 壊 （ 焼 ） 世 帯 

（  ）人 仮 設 建 物 ケ所

点 死 体 処 理 機 関 

半 壊 （ 焼 ） 世 帯 

床 上 浸 水 世 帯 

（  ）人 

今後処理を要する死体 体

点

高
校
生 

全 壊 （ 焼 ） 世 帯 

（  ）人 

点

半 壊 （ 焼 ） 世 帯 

床 上 浸 水 世 帯 

（  ）人 

点

翌 日 へ の 繰 越 量 点 死体処理終了予定月日 月   日

埋 
 

葬 

前 日 ま で の 埋 葬 体 
障
害
物
の
除
去 

要 障 害 物 除 去 戸 数 戸

本 日 埋 葬 

大 人 体 本 日 除 去 し た 戸 数 （計戸）   戸

小 人 体 今 後 除 去 す る 戸 数 戸

計 体 除 去 終 了 予 定 月 日 月   日

翌 日 以 降 の 要 埋 葬 数 体 

体 

公 用 車 使 用 台

埋 葬 終 了 予 定 月 日 月   日 借 上 車 使 用 台

死 

体 

の 

捜 

索 
捜 索 地 区  

救
助
の
種
類 

 死 

体 

捜索を要する死体 体 

本 日 発 見 死 体 体 

今 後 要 捜 索 死 体 体 

捜 索 方 法  

人 
 

夫 

人夫雇上げ数 

捜 索 終 了 予 定 月 日 月   日 従 事

作 業
 

仮 設 住 宅 
着工月日 戸   月   日

竣工月日 戸   月   日 そ の 他  

住 宅 修 理 
着工月日 戸   月   日 備 

考
 

竣工月日 戸   月   日
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№3 災害救助法に基づく救助措置及び救助費報告 

 

報 告 主 管 局 項 目 救 助 措 置 援助費（千円）

福 祉 保 健 局 避 難 所 カ所・      人  

住宅政策本部 応 急 仮 設 住 宅 戸  

福 祉 保 健 局 炊 出 し カ所・      人  

水 道 局 飲 料 水 人  

福 祉 保 健 局 被 服 寝 具 等 
全壊・流失       半壊・床上  

世帯          世帯  

福 祉 保 健 局 
医 療 

救 護 班   病院診療所   診察人員  

    班      カ所      人  

助 産 カ所・        人  

総 務 局 救 出 人  

住宅政策本部 住 宅 の 修 理 戸  

教 育 庁 学 用 品 
教
科
書

小学生   人 学
用
品

小学生   人  

中学生   人 中学生   人  

建 設 局 埋 葬 大人     体    小人     体  

総 務 局 死 体 捜 索   

福 祉 保 健 局 死 体 の 処 理 
洗浄   消毒   保存   検案  

   体    体    体    体  

建 設 局 障 害 物 の 除 去 戸  

各 局 

輸 送 人  

人 夫   

法第 34 条の補償 
 

 

事 務 費  

（注）報告主管局は、項目ごとに、毎日正午までに区市町村別に前日分を取りまとめて報告すること。 
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資料 23  災害救助法による災害救助基準                              （令和 3年 6月 18 日現在） 

救 助 の 種 類 対   象 費 用 の 限 度 額 期   間 備   考 

避 難 所 の 設 置

（法第 4 条第 1

項） 

災害により現に被害を受け、又は受け

るおそれのある者に供与する。 

（基本額） 

避難所設置費 

1 人 1 日当たり 330 円以内 

 

高齢者等の要援護者等を収容する「福祉

避難所」を設置した場合、当該地域における

通常の実費を支出でき、上記を超える額を

加算できる。 

災害発生の日から 7 日以内 1 費用は、避難所の設置、維持及び管理のための

賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物等の使用

謝金、借上費又は購入費、光熱水費 並びに仮設

便所等の設置費を含む。 

2 避難に当たっての輸送費は別途計上 

3 避難所での避難生活が長期にわたる場合等に

おいては、避難所で避難生活している者への健

康上の配慮等により、ホテル･旅館など宿泊施

設を借上げて実施することが可能。 

避 難 所 の 設 置

（法第 4 条第 2

項） 

災害が発生するおそれのある場合にお

いて、被害を受けるおそれがあり、現に

救助を要する者に供与する。 

（基本額） 

避難所設置費 

1 人 1 日当たり 330 円以内 

 

高齢者等の要援護者等を収容する「福祉

避難所」を設置した場合、当該地域における

通常の実費を支出でき、上記を超える額を

加算できる。 

法第 2 条第 2 項による救助を開始した

日から、災害が発生しなかったと判明し、

現に救助の必要がなくなった日までの期

間（ 災害が発生し、継続して避難所の供

与を行う必要が生じた場合は、法第 2 条

第 2 項に定める救助を終了する旨を公示

した日までの期間） 

1 費用は、災害が発生するおそれがある場合に

おいて必要となる建物の使用謝金や光熱水費

とする。なお、夏期のエアコンや冬期のストー

ブ、避難者が多数の場合の仮設トイレの設置費

や、避難所の警備等のための賃金職員等雇上費

など、やむを得ずその他の費用が必要となる場

合は、内閣府と協議すること。 

2 避難に当たっての輸送費は別途計上 

応 急 仮 設

住 宅 の 供 与

住家が全壊、全焼又は流失し、居住する

住家がない者であって、自らの資力では

住宅を得ることができない者 

○ 建設型応急住宅 

1 規模 

応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が

地域の実情、世帯構成等に応じて設定 

2 基本額 1 戸当たり 5,714,000 円以内 

3 建設型応急住宅の供与終了に伴う解体

撤去及び土地の原状回復のために支出で

きる費用は、当該地域における実費。 

災害発生の日から 20 日以内着工 1 費用は設置にかかる原材料費、労務費、付帯

設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の

経費として 5,714,000 円以内であればよい。 

2 同一敷地内等に概ね 50 戸以上設置した場合

は、集会等に利用するための施設を設置でき

る。（50 戸未満であっても小規模な施設を設置

できる） 

3 高齢者等の要援護者等を数人以上収容する

「福祉仮設住宅」を設置できる。 

4 供与期間は 2年以内 

○ 賃貸型応急住宅 

1 規模 建設型仮設住宅に準じる 

2 基本額 

地域の実情に応じた額 

災害発生の日から速やかに借上げ、提

供 

1 費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数

料、火災保険等、民間賃貸住宅の貸主、仲介業

者との契約に不可欠なものとして、地域の実情

に応じた額とすること。 

2 供与期間は建設型仮設住宅と同様。 

炊出しその他によ

る 食 品 の 給 与

1 避難所に収容された者 

2 住家に被害を受け、若しくは災害によ

り現に炊事のできない者 

1 人 1 日当たり 1,160 円以内 災害発生の日から 7 日以内 食品給与のための総経費を延給食日数で除し

た金額が限度額以内であればよい。 

（1 食は 1/3 日） 

飲 料 水 の 供 給

現に飲料水を得ることができない者 

（飲料水及び炊事のための水であるこ

と。） 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から 7 日以内 輸送費、人件費は別途計上 
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救 助 の 種 類 対   象 費 用 の 限 度 額 期   間 備   考 

被服、寝具その他

生活必需品の給与

又 は 貸 与

全半壊（焼）、流失、床上浸水等により、

生活上必要な被服、寝具、その他生活必需

品を喪失、若しくは毀損等により使用す

ることができず、直ちに日常生活を営む

ことが困難な者 

1 夏季（4 月～9 月）冬季（10 月～3 月）

の季別は災害発生の日をもって決定す

る。 

災害発生の日から 10 日以内 1 備蓄物資の価格は年度当初の評価額 

2 現物給付に限ること 

2 下記金額の範囲内 

区  分 
1 人 

世帯 

2 人 

世帯 

3 人 

世帯 

4 人 

世帯 

5 人 

世帯 

6 人以上

1人増す

毎に加算

全 壊

全 焼

流 出

夏季 18,800 円 24,200 円 35,800 円 42,800 円 54,200 円 7,900 円

冬季 31,200 円 40,400 円 56,200 円 65,700 円 82,700 円 11,400 円

半 壊

半 焼

床上浸水

夏季 6,100 円 8,300 円 12,400 円 15,100 円 19,000 円 2,600 円

冬季 10,000 円 13,000 円 18,400 円 21,900 円 27,600 円 3,600 円
 

医 療

医療の途を失った者（応急的処置） 1 救護班 … 使用した薬剤、治療材料、医

療器具破損等の実費 

2 病院又は診療所 … 国民健康保険診療

報酬の額以内 

3 施術者 

協定料金の額以内 

災害発生の日から 14 日以内 患者等の移送費は、別途計上 

助 産

災害発生の日以前又は以後 7 日以内に

分べんした者であって災害のため助産の

途を失った者（出産のみならず、死産及び

流産を含み現に助産を要する状態にある

者） 

1 救護班等による場合は、使用した衛生材

料等の実費 

2 助産師による場合は、慣行料金の 100 分

の 80 以内の額 

分べんした日から 7 日以内 妊婦等の移送費は、別途計上 

被 災 者 の 救 出

1 現に生命、身体が危険な状態にある者

2 生死不明な状態にある者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から 3 日以内 1 期間内に生死が明らかにならない場合は、以

後「死体の捜索」として取り扱う。 

2 輸送費、人件費は、別途計上 

被 災 し た 住 宅

の 応 急 修 理

1 住家が半壊（焼）若しくはこれらに準

ずる程度の損傷を受け、自らの資力によ

り応急修理をすることができない者 

2 大規模な補修を行わなければ居住する

ことが困難である程度に住家が半壊

（焼）した者 

居室、炊事場及び便所等日常生活に必要

最小限度の部分 1 世帯当り 

① 大規模半壊、中規模半壊又は半壊若し

くは半焼の被害を受けた世帯 

595,000 円以内 

② 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷によ

り被害を受けた世帯 

300,000 円以内 

災害発生の日から 3 ヵ月以内（災害対

策基本法第 23条の 3第 1項に規定する特

定災害対策本部、同法第 24 条第 1 項に規

定する非常災害対策本部又は同法第 28 

条の 2 第 1 項に規定する緊急災害対策本

部が設置された災害にあっては、6 ヵ月以

内） 
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救 助 の 種 類 対   象 費 用 の 限 度 額 期   間 備   考 

学 用 品 の 給 与

住家の全壊（焼）流失半壊（焼）又は床

上浸水により学用品を喪失又は毀損等に

より使用することができず、就学上支障

のある小学校児童、中学校生徒、義務教育

学校生徒及び高等学校等生徒。 

1 教科書及び教科書以外の 教材で教育委

員会に届出又はその承認を受けて使用し

ている教材、又は正規の授業で使用して

いる教材実費 

2 文房具及び通学用品は、1 人当たり次の

金額以内  

小学生児童 4,500 円 

中学生生徒 4,800 円 

高等学校等生徒 5,200 円 

災害発生の日から 

（教科書） 1 ヵ月以内 

（文房具及び通学用品） 15 日以内 

1 備蓄物資は評価額 

2 入進学時の場合は個々の実情に応じて支給す

る。 

埋 葬

災害の際死亡した者を対象にして実際

に埋葬を実施する者に支給 

1 体当たり 

大人（12 歳以上） 215,200 円以内 

小人（12 歳未満） 172,000 円以内 

災害発生の日から 10 日以内 災害発生の日以前に死亡した者であっても対

象となる。 

死 体 の 捜 索

行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事

情によりすでに死亡していると推定され

る者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から 10 日以内 1 輸送費、人件費は、別途計上 

2 災害発生後 3 日を経過したものは一応死亡し

た者と推定している。 

死 体 の 処 理

災害の際死亡した者について、死体に

関する処理（埋葬を除く。）をする。 

（洗浄、消毒等） 

1 体当たり、3,500 円以内 

 

（一時保存） 

○既存建物借上費：通常の実費 

○既存建物以外：１体当たり 

5,400 円以内 

検案、救護班以外は慣行料金 

災害発生の日から 10 日以内 1 検案は原則として救護班 

2 輸送費、人件費は、別途計上 

3 死体の一時保存にドライアイスの購入費等が

必要な場合は当該地域における通常の実費を

加算できる。 

障 害 物 の 除 去

居室、炊事場、玄関等に障害物が運びこ

まれているため生活に支障をきたしてい

る場合で自力では除去することのできな

い者 

市町村内において障害物の除去を行った

一世帯当たりの平均 

137,900 円以内 

災害発生の日から 10 日以内  

輸送費及び賃金

職 員 等 雇 上 費

（法第 4 条第 1 

項） 

1 被災者の避難に係る支援 

2 医療及び助産 

3 被災者の救出 

4 飲料水の供給 

5 死体の捜索 

6 死体の処理 

7 救済用物資の整理配分 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認められる期間以内  
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救 助 の 種 類 対   象 費 用 の 限 度 額 期   間 備   考 

輸送費及び賃金

職 員 等 雇 上 費

（法第４条第 2 

項） 

避難者の避難に係る支援 当該地域における通常の実費 救助の実施が認められる期間以内 災害が発生するおそれ段階の救助は、高齢者・

障害者等で避難行動が困難な要配慮者の方の輸

送であり、以下の費用を対象とする。 

・避難所へ輸送するためのバス借上げ等に係る

費用 

・避難者がバス等に乗降するための補助員など、

避難支援のために必要となる賃金職員等雇上

費 

実 費 弁 償

災害救助法施行令第 4条第 1 号から第

4 号までに規定する者 

災害救助法第 7 条第 1 項の規定により救

助に関する業務に従事させた都道府県知事

等（法第 3 条に規定する都道府県知事等を

いう。）の総括する都道府県等（法第 17 条

第 1 号に規定する都道府県等をいう。）の常

勤の職員で当該業務に従事した者に相当す

るものの給与を考慮して定める 

救助の実施が認められる期間以内 時間外勤務手当及び旅費は別途に定める額 

救 助 の 事 務

を 行 う の に

必 要 な 費 用

1 時間外勤務手当 

2 賃金職員等雇上費 

3  旅費 

4 需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、

印刷製本費、光熱水費、修繕料） 

5 使用料及び賃借料 

6 通信運搬費 

7 委託費 

救助事務費に支出できる費用は、法第 21

条に定める国庫負担を行う年度（以下「国庫

負担対象年度」という。）における各災害に

係る左記 1 から 7 までに掲げる費用につい

て、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16

号）第 143 条に定める会計年度所属区分に

より当該年度の歳出に区分される額を合算

し、各災害の当該合算した額の合計額が、国

庫負担対象年度に支出した救助事務費以外

の費用の額の合算額に、次のイからトまで

に掲げる区分に応じ、それぞれイからトま

でに定める割合を乗じて得た額の合計額以

内とすること。 

救助の実施が認められる期間及び災害

救助費の精算する事務を行う期間以内 

災害救助費の精算事務を行うのに要した経費

も含む。 

 

イ 3 千万円以下の部分の金額については 100 分の 10 

ロ 3 千万円を超え 6千万円以下の部分の金額については 100 分の 9 

ハ 6 千万円を超え 1億円以下の部分の金額については 100 分の 8 

ニ 1 億円を超え 2 億円以下の部分の金額については 100 分の 7 

ホ 2 億円を超え 3 億円以下の部分の金額については 100 分の 6 

ヘ 3 億円を超え 5 億円以下の部分の金額については 100 分の 5 

ト 5 億円を超える部分の金額については 100 分の 4 

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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資料 24  激甚災害指定基準 

 

激甚災害法 

適 用 条 項 
適 用 措 置 指 定 基 準 

第 2章 

（第 3条） 

（第 4条） 

公共土木施設災

害復旧事業等に

関する特別の財

政援助 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

公共施設災害復旧事業費等の査定見込額＞全国標準税収入×0.5％ 

（Ｂ基準） 

公共施設災害復旧事業費等の査定見込額＞全国標準税収入×0.2％ 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が 1以上あるもの 

(1) 一の都道府県の査定見込額＞当該都道府県の標準税収入×25％ 

(2) 一の都道府県内の市町村の査定見込総額＞当該都道府県内の全市町村の

当該年度の標準税収入総額×5％ 

第 5条 農地等の災害復

旧事業等に係る

補助の特別措置 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

農地等の災害復旧事業費等の査定見込額＞全国農業所得推定額×0.5％ 

（Ｂ基準） 

農地等の災害復旧事業費等の査定見込額＞全国農業所得推計額×15％ 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が 1以上あるもの 

(1) 一の都道府県の査定見込額＞当該都道府県の農業所得推定額×4％ 

(2) 一の都道府県内の査定見込額＞10 億円 

第 6条 農林水産業共同

利用施設災害復

旧事業費の補助

特例 

次の要件に該当する災害。ただし、当該施設に係る被害見込額が 5,000 万円以

下と認められる場合を除く。 

（1）激甚法第 5条の措置が適用される激甚災害 

（2）農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×1.5％であることによ

り激甚法第 8 条の措置が適用される激甚災害 

第 8条 天災による被害

農林漁業者等に

対する資金の融

通に関する暫定

措置の特例 

次のいずれかに該当する災害。ただし、高潮、津波等特殊な原因による災害で

あって、その被害の態様から次の基準によりがたい場合には、被害の実情に応じ

て個別に考慮する。 

（Ａ基準） 

農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×0.5％ 

（Ｂ基準） 

農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×0.15％ 

かつ、次の要件に該当する都道府県が 1 以上あるもの 

一の都道府県内の当該災害に係る特別被害農業者数＞当該都道府県内の農業

を主業とする者の数×3％ 
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激甚災害法 

適 用 条 項 
適 用 措 置 指 定 基 準 

第 11 条の 2 

 

森林災害復旧事

業に対する補助 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

林業被害見込額（樹木に係るものに限る。以下同じ。）＞当該年度の全国生産

林業所得（木材生産部門）推定額×5％ 

（Ｂ基準） 

林業被害見込額＞当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額×

1.5％ かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が 1以上あるもの 

(1) 一の都道府県内の林業被害見込額＞当該都道府県の当該年度の生産林

業所得（木材生産部門）推定額×60％ 

(2) 一の都道府県内の林業被害見込額＞当該年度の全国生産林業所得（木材

生産部門）推定額×1％ 

第 12 条 

第 13 条 

中小企業信用保

険法による災害

関係保証の特例 

小規模企業者等

設備導入資金助

成法による貸付

金の償還期間等

の特例 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定額×0.2％ 

（Ｂ基準） 

中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定額×0.06％ 

かつ、次の要件に該当する都道府県が 1 以上あるもの 

(1) 一の都道府県の当該災害に係る中小企業関係被害額＞当該年度の当該

都道府県の中小企業所得推定額×2％ 

または、 

(2) 一の都道府県の中小企業関係被害額＞1,400 億円 

ただし、火災の場合又は第 12 条の適用の場合における中小企業関連被害額

の全国中小企業所得推定額に対する割合については、被害の実情に応じ特例的

措置を講ずることがある。 

第 16 条 

第 17 条 

第 19 条 

公立社会教育施

設災害復旧事業

に対する補助 

私立学校施設災

害復旧事業に対

する補助 

市町村が施行す

る感染症予防事

業に関する負担

の特例 

激甚法第 2章の措置が適用される激甚災害。 

ただし、当該施設に係る被害又は当該事業量が軽微であると認められる場合

を除く。 
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激甚災害法 

適 用 条 項 
適 用 措 置 指 定 基 準 

第 22 条 罹災者公営住宅

建設等事業に対

する補助の特例 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

被災地全域滅失戸数≧4,000 戸 

（Ｂ基準） 

次の要件のいずれかに該当する市町村が 1以上あるもの 

(1) 被災地全域滅失戸数≧2,000 戸 

かつ、一の市町村の区域内の滅失戸数≧200 戸または住宅戸数の 10％以上

(2) 被災地全域滅失戸数≧1,200 戸 

かつ、一の市町村の区域内の滅失戸数≧400 戸または住宅戸数 20％以上 

ただし、（1）（2）とも、火災の場合における被災地全域の滅失戸数につい

ては、被害者の実情に応じ特例的措置を講ずることがある。 

第 24 条 小災害債に係る

元利償還金の基

準財政需要額へ

の参入等 

第 2章（第 3 条及び第 4条）または第 5 条の措置が適用される場合 

第 7条 開拓者等の施設の災害復旧事業に対

する補助 

災害に実情に応じ、その都度検討する。 

第 9条 森林組合等の行う堆積土砂の排除事

業に対する補助 

第 10 条 土地改良区等の行う湛水排除事業に

対する補助 

第 11 条 共同利用小型漁船の建造費の補助 

第 14 条 事業協同組合等の施設の災害復旧事

業に対する補助 

第 20 条 母子及び寡婦福祉法による国の貸付

の特例 

第 21 条 水防資材費の補助の特例 

第 25 条 雇用保険法による求職者給付の支給

に関する特例 
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資料 25  局地激甚災害指定基準 

 

激甚災害法 

適 用 条 項 
適 用 措 置 指 定 基 準 

第 2章 

（第 3条） 

（第 4条） 

公共土木施設災

害復旧事業等に

関する特別の財

政援助 

次のいずれかに該当する災害 

①（イ） 当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額＞当

該市町村の標準税収入×50％ 

     （査定事業費が 1千万円未満のものを除く。） 

 

 （ロ） 当該市町村の標準税収入が 50 億円以下であり、かつ、当該市町村が

負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額が 2 億 5 千万円を超

える市町村 

 

     当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額＞当

該市町村の標準税収入×20％ 

 

 （ハ） 当該市町村の標準税収入が 50 億円を超え、かつ、100 億円以下の市

町村 

 

当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額＞

当該市町村の標準税収入×20％+（当該市町村の標準税収入-50 億円）

×60％ 

 

   ただし、この基準に該当する市町村ごとの査定事業額を合算した額が概ね

1億円未満である場合を除く。 

  

② ①の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額からみて①に掲げる

災害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被災

箇所の数が概ね十未満のものを除く。） 

第 5条 農地等の災害復

旧事業等に係る

補助の特別措置 

次のいずれかに該当する災害  

① 当該市町村内の農地等の災害復旧事業に要する経費 

 ＞当該市町村の農業所得推定額×10％ 

  （災害復旧事業に要する経費が 1千万円未満のものを除く。） 

  ただし、当該経費の合算額が概ね 5 千万円未満である場合を除く。 

 

② ①の農地等の災害復旧事業に要する経費の見込額からみて①に掲げる災害

に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被害箇所

の数が概ね十未満のものを除く。） 
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激甚災害法 

適 用 条 項 
適 用 措 置 指 定 基 準 

第 11 条の 2 森林災害復旧事

業に対する補助 

当該市町村内の林業被害見込額（樹木に係るもの）＞当該市町村に係る生産林業

所得推定額（木材生産部門）×1.5 

（林業被害見込額が当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額の概ね

0.05％未満のものを除く。） 

かつ 

(1) 大火による災害にあっては、要復旧見込面積＞300ha 

または 

(2) その他の災害にあっては、 

要復旧見込面積＞当該市町村の民有林面積（人工林に係るもの）×25％ 

第 12 条 

 

 

 

第 13 条 

中小企業信用保

険法による災害

関係保証の特例 

小規模企業者等

設備導入資金助

成法による貸付

金の償還期間等

の特例 

中小企業関係被害額＞当該市町村の中小企業所得推定額×10％ 

（被害額が 1 千万円のものを除く。） 

ただし、当該被害額を合算した額が概ね 5千万円未満である場合を 除く。 

第 24 条 小災害債に係る

元利償還金の基

準財政需要額へ

の算入等 

第 2章（第 3 条及び第 4条）又は第 5条の措置が適用される場合 
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図 1  洪水ハザードマップ・土砂災害ハザードマップ 
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羽村市全図

 

 

 

 

 

凡  例 

 第一次緊急輸送道路 

 第二次緊急輸送道路 

 第三次緊急輸送道路 

 

羽村市復旧優先道路 

 

避難所・避難場所 

福祉避難所 

図 2  緊急輸送道路及び復旧優先道路図 

都立特別支援学校 
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（本文 P.2-124） 



 

資‐50 

図 3  羽村市風水害タイムライン 

 

 判断基準 

時 間 

（目安） 

タイムライン 

ステージ 

【警戒レベル】 

現 象 態 勢 対   応 
対応者 

（発令者） 

対 応

チェック

気象情報 河川情報 土砂災害情報 ホットライン 

台風情報
大雨情報

(浸水害)

大雨情報

(土砂災害)
洪水情報 強風 

多摩川 

洪水予報 

多摩川水位 

(調布橋) 

多摩川 

危険度分布 

土砂災害

警戒情報

警戒判定

メッシュ

京浜河川

事務所 
気象庁 

72時前～ 

24時間前 

ステージ１ 

【警戒レベル１】 
台風接近の恐れ 

風水害対策連絡会 

(初期段階) 

風水害対策連絡会開催 防災安全課 □ 
            

集水ますなどの現地確認（清掃）／土のう確認（準備） 土木課 □ 

風水害対策連絡会開催判断 市長 □ 
早期 
気象情報            

風水害対策連絡会開催 風水害対策連絡会 □ 

            

・気象情報及び対応内容の情報共有 風水害対策連絡会 □ 

・各公共施設の対応（注意喚起・休館などの検討） 各部長 □ 

・学校などの対応 （休校など検討） 生涯学習部／子ども家庭部 □ 

・行事の対応   （行事中止などの検討） 各部長 □ 

・自主避難所開設判断 風水害対策連絡会 □ 

・今後の災害体制確認（参集の可能性がある職員の連絡体制確認） 風水害対策連絡会／各部長 □ 

自主避難所開設準備（場所確保・支援物資用意） 防災安全課 □ 

市民へ気象注意情報の発信 防災安全課 □ 

市民へ対応内容の情報発信（事業・施設の状況及び自主避難所開設など） 各部長 □ 

情報収集態勢職員の事前配備 担当部長 □ 

24時前～ 

12時間前 

ステージ2 

【警戒レベル2】 

暴風・大雨の恐れ 

(注意報発表) 

風水害対策連絡会 

(初期段階) 

情報収集態勢に移行（注意報発表時に自動的に移行） 風水害対策連絡会 □  注意報 注意報 注意報 注意報        

情報収集態勢職員招集 風水害対策連絡会 □ 

            

監視・警戒及び災害対応（市内巡回） まちづくり部・上下水道部 □ 

気象情報・河川情報・被害情報収集 防災安全課 □ 

消防団（自宅待機） 防災安全課→団長→団員 □ 

監視・警戒及び災害対応（市内巡回） まちづくり部・上下水道部 □ 

気象情報・河川情報・被害情報収集 総務部／防災安全課 □ 

ステージ3 

【警戒レベル2】 
警報など発表 

風水害対策連絡会 

(警報発令時態勢) 

市民への情報発信（警報情報・市の対応など） 防災安全課／各部長 □ 

            自主避難所開設準備（場所確保・支援物資用意） 防災安全課 □ 

風水害対策連絡会開催 ※ステージ１の対応内容を含む 風水害対策連絡会 □ 

・警戒配備態勢移行判断 風水害対策連絡会 □  警報 警報 警報 警報  
水防団待機 
水位(0.2m)      

ステージ4 

【警戒レベル2】 

災害の恐れ 

(洪水・土砂・強風

の災害可能性あり) 

風水害対策連絡会 

(警戒配備態勢) 

警戒配備態勢配備に移行 風水害対策連絡会 □ 

            

配備職員招集（警戒配備態勢職員） 風水害対策連絡会 □ 

消防団出動（車庫待機） 風水害対策連絡会 □ 

監視・警戒・広報及び災害対応（市内巡回） まちづくり部・上下水道部・消防団 □ 

気象情報・河川情報・被害情報収集 防災安全課 □ 

市民への情報発信（気象情報・市の対応など） 防災安全課／各部長 □ 

行政連絡員（町内会長）へ情報提供 地域振興課 □ 

要配慮者利用施設などへの注意喚起(情報確認) 福祉健康部 □ 

自主避難所開設・運営 市民部 □ 

風水害対策連絡会開催 ※ステージ１の対応内容を含む 風水害対策連絡会 □ 

・災害対策本部設置（移行）判断 風水害対策連絡会 □  警報 警報 警報 警報  
氾濫注意 
水位(1.0m)      
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判断基準 

時 間 

（目安） 

タイムライン 

ステージ 

【警戒レベル】 

現 象 態 勢 対   応 
対応者 

（発令者） 

対 応

チェック

気象情報 河川情報 土砂災害情報 ホットライン 

台風情報
大雨情報

(浸水害)

大雨情報

(土砂災害)
洪水情報 強風 

多摩川 

洪水予報 

多摩川水位 

(調布橋) 

多摩川 

危険度分布 

土砂災害

警戒情報

警戒判定

メッシュ

京浜河川

事務所 
気象庁 

12時間前 
ステージ5 

【警戒レベル2～3】 

河川氾濫危険性

あり 

土砂災害危険性

あり 

道路冠水・床上

浸水・床下浸水 

災害対策本部 

(第１次非常配備

態勢) 

災害対策本部開催 災害対策本部 □ 

・気象情報・河川情報及び市内被害状況の情報共有 災害対策本部 □ 

・避難情報（高齢者等避難、避難指示）の発令判断 ※各ステージへ移行 災害対策本部 □ 

・避難所及び福祉避難所の開設判断 災害対策本部 □ 

・現地災害対策本部の設置判断 災害対策本部 □ 

・応援、協力、派遣等の要請判断（東京都・他市・河川事務所・自衛隊など） 災害対策本部 □ 

配備職員招集（第１次非常配備態勢職員） 災害対策本部 □ 

監視・警戒・広報及び災害対応（市内巡回） 職員・消防団 □ 

気象情報・河川情報・被害情報・ライフライン情報収集 防災安全課 □ 

避難所開設準備（学校連絡・避難所員確保・町内会連絡・支援物資用意） 生涯学習部・防災安全課 □ 

福祉避難所開設準備（社会福祉協議会連絡・避難所員確保・支援物資用意） 福祉健康部・子ども家庭部 □ 

避難行動要支援者への対応 福祉健康部 □ 

市民への情報発信（警報情報・市の対応など） 防災安全課・秘書広報課 □ 

要配慮者利用施設などへの注意喚起(情報確認) 福祉健康部 □ 

リエゾン（災害対策現地連絡員：国土交通省）派遣要請の検討 災害対策本部 □ 

東京都などへ災害対策本部設置などの報告 防災安全課 □ 

9時間前 
ステージ6 

【警戒レベル3】 

河川氾濫危険性

あり 

土砂災害危険性

あり 

道路冠水・床上

浸水・床下浸水 

災害対策本部 

(第 2 次非常配備

態勢) 

災害対策本部開催 ※ステージ５の対応内容を含む 災害対策本部 □ 

「高齢者等避難（洪水）」発令 ※対象地区判断 災害対策本部 □ 警報 
氾濫警戒 
情報 

避難判断 
水位(1.2m) 警報 

「高齢者等避難（土砂）」発令 ※対象地区判断 災害対策本部 □ 警報 
非常に 
危険 

配備職員招集（第２次非常配備態勢職員） 災害対策本部 □ 

避難所開設・運営 避難所運営委員等 □ 

福祉避難所開設・運営 福祉健康部・子ども家庭部 □ 

市民へ避難情報及び避難所の伝達(行政無線・一斉メール・車両による広報) 防災安全課・秘書広報課 □ 

東京都などへ発令の報告 防災安全課 □ 

6時間前 
ステージ7 

【警戒レベル4】 

河川氾濫危険性

あり 

土砂災害危険性

あり 

道路冠水・床上

浸水・床下浸水 

災害対策本部 

(第 2 次非常配備

態勢) 

災害対策本部開催 ※ステージ５の対応内容を含む 災害対策本部 □ 

「避難指示（洪水）」発令 ※対象地区判断 災害対策本部 □ 警報 警報 警報 
氾濫危険 
情報 

氾濫危険 
水位(1.6m) 警報 

「避難指示（土砂）」発令 ※対象地区判断 災害対策本部 □ 警報 警報 警報 
非常に 
危険 

配備職員招集（第２次非常配備態勢職員）※状況により 災害対策本部 □ 

避難所開設・運営 避難所運営委員等 □ 

福祉避難所開設・運営 福祉健康部・子ども家庭部 □ 

市民へ避難情報及び避難所の伝達(行政無線・一斉メール・車両による広報) 防災安全課・秘書広報課 □ 

東京都などへ発令の報告 防災安全課 □ 

3時前～0時間 
ステージ8 

【警戒レベル5】 

破堤・越水など

の確認 

災害発生 

災害対策本部 

(第 3 次非常配備

態勢) 

災害対策本部開催 ※ステージ５の対応内容を含む 災害対策本部 □ 

「緊急安全確保（直ちに安全確保）」判断・発令 ※対象地区判断 災害対策本部 □ 
氾濫発生 
情報 

氾濫開始相当 
水位(5.24m) 

配備職員招集（３次非常配備態勢職員） 災害対策本部 □ 

避難所開設・運営 避難所運営委員等 □ 

福祉避難所開設・運営 福祉健康部・子ども家庭部 □ 

避難情報の市民へ伝達(行政無線・緊急速報メール・車両による広報) 防災安全課・秘書広報課・消防団 □ 

被害状況の収集、発表 防災安全課 □ 

東京都などへ被害状況の報告 防災安全課 □ 

東京都への協力要請 災害対策本部 □ 

自衛隊派遣依頼 災害対策本部 □ 

事後対応 態勢解除 

態勢解除 災害対策本部 □ 注意報・解除 注意報・解除 注意報・解除 注意報・解除 

情報提供（警報解除：メール・ホームページ） 防災安全課 □ 

情報提供（避難情報解除・避難所閉所：メール） 防災安全課 □ 

情報提供（災害情報などホームページ掲載） 防災安全課 □ 

復旧対応 各部 □
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資‐52 

 

羽村市全図
 

凡 例 

除雪優先箇所（幹線：市道） 

除雪重点箇所（坂道・橋梁等） 

除雪重点箇所（駅周辺） 

残雪置場候補地 

都道（東京都西多摩建設事務所所管） 

図書館
ゆとろぎ

宮の下運動公園 

図 4  市道除雪等対応図 

資‐52 

① 

③ 

② 

④ 

❶ 

❷ 

➌ 

❹ 

❺ 
➏ 

❼ 

❽ 

❾ 

❿ ⓫ 

⓬ 

⓭ 

⓮ 

⓯ 

⓰ 
⓱ 

⓲ 

❶羽加美栄立体交差 
❷市役所周辺 
❸富士見公園南側 
❹図書館周辺 
❺富士見小北側 
❻羽村駅前中央通り 
❼稲荷松坂 
❽根がらみ坂 
❾間坂 
❿一中西側 
⓫根岸坂 
⓬山根坂 
⓭堂坂 
⓮三段坂 
⓯阿蘇神社東側 
⓰羽村堰下橋 
⓱羽村橋 
⓲堂橋 
 
※残雪置場候補地①～④に 

ついては「図 5 残雪置場 
候補地」資‐53 参照 
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資‐53 

図 5  残雪置場候補地 

 

（注）①～④の番号は、「市道除雪等対応図」に記載の番号を表す。 

 

 

 

 

 

 

③ 宮の下運動公園 ④ 羽村堰下河川敷 

② 川崎資材置き場 ① 江戸街道公園 

宮の下運動公園 羽村市水上公園

多摩川 

羽村第三中学校 

都立羽村特別支援学校 

市立松林小学校 
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